〇〇専修学校学則（作成例）　※学校教育法改正（令和８年４月１日施行）反映

第１章　総則
（目的）
第１条　本校は、学校教育法及び〇〇法に基づき、〇〇に関する専門的な知識及び技術を習得させ、職業若しくは実際生活に必要な能力の育成と教養の向上を図ることを目的とする。

（名称）
第２条　本校は、〇〇専修学校という。

（位置）
第３条　本校は、大分県〇〇市〇〇町〇〇番地に置く。

（学校評価）
第４条　本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
２　前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第２章　課程、学校、修業年限、収容定員及び休業日

（課程、学科、修業年限、収容定員）
第５条　本校の課程、学科、修業年限及び収容定員は次のとおりとする。
	課程名
	学科名
	昼夜の別
	修業年限
	入学定員
	収容定員
	備考

	〇〇専門課程
	〇〇科
〇〇科
	
	
	
	
	

	〇〇高等課程
	〇〇科
	
	
	
	
	


注意：〇〇専門課程の〇〇には、８分野名を表記する。

（学年、学期）
第６条　本校の学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
２　〇〇課程の学期は次のとおりとする。
　　　第１学期　〇月〇日から〇月〇日まで
　　　第２学期　〇月〇日から〇月〇日まで
　　　第３学期　〇月〇日から〇月〇日まで

（休業日）
第７条　本校の休業日は、次のとおりとする。
（１）　日曜日・土曜日
（２）　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日
（３）　夏期休業　〇月〇日から〇月〇日まで
（４）　冬期休業　〇月〇日から〇月〇日まで
（５）　春期休業　〇月〇日から〇月〇日まで
（６）　その他校長が必要と認めた日
第３章　教育課程、授業時数及び教員組織

（教育課程、単位数）
第８条　本校の教育課程及び単位数は別表のとおりとする。

（単位の計算方法）
第９条　本校の各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学習を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の各号に定める時間の授業をもって１単位とし、単位数を計算するものとする。
　（１）講義　　　　　　　　　　　〇時間
　（２）演習　　　　　　　　　　　〇時間
　（３）実験、実習及び実技　〇時間
　（４）卒業研究　　　　　　　　〇時間

（履修科目の登録の上限）
第１０条　生徒等が１年間（１学期）に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限は、第８条における別表のとおりとする。

（単位の授与）
第１１条　単位の授与は、各学期末に行う試験、実習の成果、履修状況等を総合的に勘案して行うものとする。

（他の専修学校等における授業科目の履修）
第１２条　生徒等が他の専修学校、大学等において行った、次に定める授業科目の履修等は、本校各課程の修了に必要な総単位数の２分の１を超えない範囲で、当該課程における授業科目の履修とみなす。
	科目区分
	履修する専修学校、大学等
	履修科目
	本校において履修したとみなす単位数

	一般科目
	〇〇大学〇〇学部〇〇学科
	〇〇
	

	専門科目
	〇〇専門学校〇〇課程〇〇学科
	〇〇
	



（入学前の授業科目の履修等）
第１３条　生徒等が本校入学前に他の専修学校、大学等において行った授業科目の履修等は、別に定める規程に基づき、出願時に申請があれば、本校各課程における授業科目の履修とみなすことができる・。
　　　ただし、転学等の場合を除き、前条により当該課程における授業科目の履修とみなす単位数と合わせて当該課程の修了に必要な総単位数の２分の１を超えないものとする。

（始業及び終業）
第１４条　本校の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。
	課程名
	学科名
	昼夜別
	始業時刻
	終業時刻

	〇〇課程
	〇〇学科
	
	〇〇時〇〇分
	〇〇時〇〇分


（教職員組織）
第１５条　本校に次の教職員を置く。
（１）校長　　　　　１名
（２）教員　　　　　〇名以上
（３）講師　　　　　〇名以上
（４）助手　　　　　〇名以上
（５）事務職員　 〇名以上
（６）学校医　　　 〇名
２　校長は、校務を掌り所属職員を監督する。

第４章　入学、休学、退学、卒業及び賞罰

（入学資格）
第１６条　本校の入学資格は次のとおりとする。
【※専門課程の場合】
（１）　高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者
（２）　通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）
（３）　外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
（４）　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
（５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に終了した者
（６）　文部科学大臣の指定した者
（７）　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）
（８）　学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学したものであって、専修学校における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
（９）　個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、１８歳に達したもの

【※高等課程の場合】
（１）　中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者
（２）　中等教育学校の前期課程を修了した者
（３）　外国において、学校教育における９年の課程を修了した者
（４）　文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
（５）　文部科学大臣の指定した者
（６）　就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和４１年文部省令第３６号）により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
（７）　その他、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
（入学時期）
第１７条　本校の入学時期は〇月〇日とする。

（入学手続き）
第１８条　本校の入学手続きは、次のとおりとする。
　（１）　本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記入し、第〇〇条に定める検定料を添えて指定期日までに出願しなければならない。
　（２）　前号の手続を終了した者に対して入学試験を行い、入学者を決定する。
　（３）　本校に入学を許可された者は、指定された期日までに第〇〇条に示す入学金を納入して入学手続をとらなければならない。

（休学、復学）
第１９条　生徒が疾病その他やむを得ない理由によって、〇日以上休学する場合は、診断書及びその事由を記し、校長の許可を受けなければならない。
２　前項の者が復学しようとする場合は、届け出て、復学することができる。

（退学）
第２０条　退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。

（出席停止）
第２１条　生徒が感染症にかかり又はおそれがあるとき、その他必要があると認められるときは、その生徒に対し出席停止を命ずることがある。


（課程修了の認定）
第２２条　各課程の修了の認定は、各学科を修業年限以上在学し、次の各号に定める単位数以上を修得した者について行う。
　（１）〇〇学科　〇〇単位
　（２）〇〇学科　〇〇単位
２　校長は、本校所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。

（専門士の称号）
第２３条　本学の〇〇学科の修了者は、学校教育法第１３１条の２及び学校教育法施行規則第１８６条に基づき、専門士と称することができる。

（高度専門士の称号）
第２４条　本学の〇〇学科、〇〇専攻科の修了者は、学校教育法施行規則第１８６条の３に基づき、高度専門士と称することができる。

（表彰）
第２５条　成績優秀にして他の模範となる者は、表彰することがある。

（懲戒）
第２６条　生徒等がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、生徒等としての本分もとる行為があったときは、懲戒処分を行うことがある。
２　懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
３　退学は、次の各号の一に該当する生徒等に対して行うものとする。
　（１）　性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
　（２）　学力劣等で生業の見込みがないと認められる者
　（３）　正当な理由がなくて出席常でない者
　（４）　学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者

第５章　入学金、授業料

（納付金）
第２７条　本校の入学金、授業料等は、次のとおりとする。
　　入学検定料　　　　　　　　〇〇〇円
　　入学金　　　　　　　　　　　〇〇〇円
　　授業料（年額）　　　　　　 〇〇〇円
　　実験実習費（年額）　　　 〇〇〇円
　　〇〇費　　　　　　　　　　　〇〇〇円

（納付金の返還）
第２８条　既に納付した納付金は、原則として返還しない。ただし、入学前の入学辞退者は返還する。

（納付金の特例）
第２９条　休学する者に対しては、休学期間中の授業料は徴収しない。

（除籍）
第３０条　授業料その他の納付金を〇月以上滞納した者は除籍することができる。


第６章　附帯教育事業

（附帯教育事業）
第３１条　本校の附帯教育事業は、次のとおりとする。
	附帯事業の種類
	昼夜の別
	修業期間
	授業時数
	収容定員
	納付金

	
	
	
	
	
	入学金
	授業料

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




第７章　細則

（細則）
第３２条　この学則の実施に必要な細則は、校長が別に定める。

附則
１　この学則は、〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。
２　第８条（教育課程、単位数）、第１１条（単位の授与）、第１６条（入学資格）、第２２条（課程修了の認定）、第２３条（専門士の称号）及び第２４条（高度専門士の称号）の規定は、この学則の施行の日以降に専門課程に入学する者について適用し、施行日前に、専門課程に入学した者については、なお従前の例による。

注意：学則改正の都度、このように附則を追加すること




（別表第１）　教育課程及び単位数
＜〇〇課程　〇〇科＞
	
	学年
	１
	２
	３
	４
	計

	科目
	
	
	
	
	
	

	専
門
科
目
	理

論
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	実

技
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
般
教
養
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	



